
公公益益社社団団法法人人  東東京京青青年年会会議議所所  

役役員員のの報報酬酬等等にに関関すするる規規則則  

第１条 目的 

この規則は、公益社団法人東京青年会議所（以下「本会」という。）

の定款第２８条の規定に基づき、役員の報酬等に関し必要な事項を定

めることを目的とする。 

第２条 意義 

この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定

めるところによる。 

(1) 役員とは、理事及び監事をいう。

(2) 常勤役員とは、総会で選任された役員のうち、本会を主たる勤務場

所とし週３日以上出勤する者をいう。 

(3) 非常勤役員とは、常勤役員以外の役員をいう。

(4) 報酬等とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律

（以下「認定法」という。）第５条第１３号で定める報酬、賞与その他

の職務遂行の対価として受ける財産上の利益をいう。 

第３条 報酬の支給 

本会の役員は、常勤役員と非常勤役員を問わず無報酬とする。 

第４条 公表 

本会は、この規則をもって、認定法第５条第１３号に定める報酬等

の支給の基準として公表するものとする。 

第５条 改廃 

この規則の改廃は、総会の決議を経て行う。 

第６条 補足 

この規則の施行に関し必要な事項は、理事会の決議をもって別に定

めることができる。 

公公益益社社団団法法人人 東東京京青青年年会会議議所所

理理事事会会運運営営にに関関すするる規規則則

定款第２９条第３項及び第５２条に基づき、本規則を定める。

第１条 目的

この規則は理事会の運営に関し、法令又は定款に定めるもののほか

必要なことを定めたものである。

第２条 理事会の出席

直前理事長、監事、顧問、派遣役員は理事会に出席するものとする。

なお、議長は必要と認めた者の出席と発言を許すことができる。

２．委員長は理事会に出席することができる。ただし、議長から要請を

受けた場合には、当該理事会に出席しなければならない。

３．議長は、前項に規定する以外の者であっても、必要と認めたときは、

その出席と発言を許すことができる。

第３条 理事会の権限

理事会は、次の事項につき決議する。

（1）定款、諸規則・規程により理事会で決議すべき事として定められて

いる事項

（2）総会から委任された事項

（3）総会の決議事項以外の事項で、本会議所の基本的な事項の決定

（4）アテンダンス制の点数の取り決めの承認

（5）当該期間中における各種委員会の設置、変更および廃止ならびに委

員会メンバーの決定

（6）その他本会議所の運営にあたり重要な事項

第４条 決議の省略に関する電磁的記録による同意

定款第４９条に基づく電磁的記録による同意の意思表示は、東京Ｊ

Ｃオンラインフォーラムによることとする。

第５条 取引の制限

定款第２９条に基づく取引を理事がしようとする場合は、その取引

について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。

２．前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事

会に報告しなければならない。

附   則 
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